
香芝市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年３月２０日

香芝市長 福 岡 憲 宏

香芝市条例第３号

香芝市国民健康保険条例の一部を改正する条例

香芝市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

第６条第１項中「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に改める。

第１３条第１号中「１００分の７．３」を「１００分の７．３９」に改め、

同条第２号中「２６，５００円」を「２６，８００円」に改め、同条第３号イ

中「１９，３００円」を「１９，５００円」に改め、同号ロ中「９，６５０円

」を「９，７５０円」に改め、同号ハ中「１４，４７５円」を「１４，６２５

円」に改める。

第１３条の５の２第１号中「１９，３００円」を「１９，５００円」に改め、

同条第２号中「９，６５０円」を「９，７５０円」に改め、同条第３号中「１

４，４７５円」を「１４，６２５円」に改める。

第１３条の５の３中「６３万円」を「６５万円」に改める。

第１３条の６の４第１号中「１００分の２．６」を「１００分の２．７７」

に改め、同条第２号中「９，３００円」を「９，９００円」に改め、同条第３

号イ中「６，８００円」を「７，２００円」に改め、同号ロ中「３，４００円

」を「３，６００円」に改め、同号ハ中「５，１００円」を「５，４００円」

に改める。

第１３条の６の８第１号中「６，８００円」を「７，２００円」に改め、同

条第２号中「３，４００円」を「３，６００円」に改め、同条第３号中「５，

１００円」を「５，４００円」に改める。

第１３条の６の９中「１９万円」を「２０万円」に改める。

第１３条の１０第１号中「１００分の２．８」を「１００分の２．９９」に

改め、同条第２号中「１６，０００円」を「１７，１００円」に改める。

第１６条の２第１項中「６３万円」を「６５万円」に改め、同項第２号中「

２８万５，０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「

５３万５，０００円」に改め、同条第２項中「６３万円」を「６５万円」に、

「１９万円」を「２０万円」に改め、同条第３項中「６３万円」を「６５万円

」に改める。

第２０条の３第２項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同令第１９条

第３項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。



附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第６条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保

険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係

る出産育児一時金については、なお従前の例による。

３ 改正後の第１３条、第１３条の５の２、第１３条の５の３、第１３条の６

の４、第１３条の６の８、第１３条の６の９、第１３条の１０及び第１６条

の２の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、令和４年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。


